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                                                       受  港  第 58 号
                                                       平成７年１月13日

 
倉吉土木事務所長 

米子土木事務所長 

鳥取港湾事務所長 

殿 

     港  湾  課  長

    水底土砂等の判定基準の強化について（通知）

  このことについて、運輸省港湾局長から別添写しのとおり通知がありましたので、遺漏のないようにして適切に処理
してください。

                                                       港 環 第 102 号
                                                       平成６年12月27日

鳥取県知事　　殿
    運輸省港湾局長

　　　　相原　英郎

水底土砂等の判定基準の強化について

 「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令」及び「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行令」の一部改正
（平成６年９月26日政令第306号）、並びに「金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める総理府令」及び「海洋
汚染及び海上災害の防止に関する法律施行令第5条第1項に規定する埋立場所等に排出しようとする金属等を含む廃棄
物に係る判定基準を定める総理府令」の一部改正（平成６年11月７日総理府令第61号）に伴い、埋立場所等に投入す
る水底土砂等の判定基準が強化され、平成７年４月１日に施行されることとなった。このため、平成７年４月１日以降
の港湾工事による汝深土砂等の海域への排出については、新基準に基づき安全を確認したうえで、これを行うよう留意
されたい。　
　なお、貴管内の市町村に係る地方港湾の港湾管理者の長には、この旨貴職より周知願いたい。



水底土砂の判定基準の変更一覧

平成７年４月１日



平成７年４月１日施行
水底土砂の海域への排出についての規制体系


